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第６章 騒音・振動 
 

騒音は工場・事業場をはじめ、建設作業、各種交通機関、カラオケなど発生源が多種多様で、私たちの日

常生活に最も身近な公害といえます。 

騒音の場合、航空機等の特別の場合を除いて影響範囲は狭く、音源から数百メートルを超えることはまれ

です。 

また、騒音は発生してから短時間で消えていくという一過性の性質があり、蓄積されるということもあり

ません。 

しかし、騒音が「好ましくない音」とか「無い方がよい音」といわれるように心理的な評価を含んだ言葉

で表現されたり、騒音に対するなれや個人個人の好悪感に差異があるところに、騒音の特徴があり、騒音問

題の難しさがあります。 

騒音公害は、発生源の種類等から、①工場・事業場騒音、②建設作業騒音、③自動車騒音、④鉄道騒音、

⑤航空機騒音、⑥その他（生活騒音、低周波音等）に分類されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

振動も騒音と多くの点で類似し発生源の種類などから、①工場・事業場振動、②建設作業振動、③道路交

通振動、④鉄道振動に分類されます。 

しかし、騒音に比べ一般に影響範囲は狭いですが、壁・タイル等のひび割れ、戸・障子の建付の狂いなど

物的被害を伴うことがあります。 
  

■ 振動の目安 

振動レベル(デシベル) 人 間 の 感 覚 

55 以下  人は揺れを感じない。 

55～65 屋内にいる人の一部が、わずかな揺れを感じる。 

65～75 屋内にいる人の多くが、揺れを感じる。 

75～85 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。 

85～95 かなりの恐怖感があり、一部の人は、身の安全を図ろうとする。 

95～105 非常な恐怖を感じる。多くの人が、行動に支障を感じる。 

105～110 立っていることができず、はわないと動くことができない。 

110 以上  揺れにほんろうされ、自分の意志で行動できない。 

資料：気象庁・環境省 
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デ

シ

ベ

ル 

１２０ １２０ 

飛行機のエンジンの直近 

１１０ 

１００ 

電車が通るときのガードの下 

１１０ 

１００ 

自動車の警笛(前方２ｍ) 

90 
90 

騒々しい工場の中 

８0 ８0 

７0 ７0 

６0 ６0 

騒々しい事務所の中 

５0 

４0 

普通の会話 

３0 

地下鉄の車内・電話のベル 

市内の深夜・図書館 

５0 

４0 

３0 
静かな住宅地の夜 
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１．環境騒音 
 

市内の環境騒音の実態をみると、令和５年度の道路に面する地域以外の地域（一般地域）の A 地域は昼間

４２～５５デシベル・夜間３5～４0 デシベル、B 地域は昼間５2～６0 デシベル・夜間４1～４2 デシベル、

C 地域は昼間４4～５6 デシベル・夜間３8～５0 デシベルとなっており、環境基準※１には昼間１地点で不

適合となりました。（※１：資料－１2 参照） 

また、令和５年度の道路に面する地域の環境基準達成率（面的評価）は、豊中市全体で 9５.1％でした。 

 

■ 令和 5年度 道路に面する地域以外の地域（一般地域）調査結果 

用途地域 測定地点 
測定 

年度※2 

測定結果（ｄＢ） 環境基準 

類  型 

環境基準（ｄＢ） 

昼間 夜間 昼間 夜間 

第１種低層 
住居専用地域 

緑丘 5 丁目 令和 ５ 

５ 

４６ ３８ 

Ａ ５５ ４５ 

宮山町 4 丁目 令和 元 ５３ ４０ 

第１種中高層 
住居専用地域 

刀根山元町 令和 ２ ５５ ３７ 

東豊中町 5 丁目 令和 ３ ４２ ３５ 

南桜塚 4 丁目 令和 ４ ４６ ３７ 

若竹町 1 丁目 令和 ４ ４９ ３７ 

第1種住居地域 
利倉東 1 丁目 令和 ５ ５２ ４２ 

Ｂ ５５ ４５ 
上津島 2 丁目 令和 元 ６０ ４１ 

近隣商業地域 岡上の町 3 丁目 令和 ２ ４９ ４３ 

Ｃ ６０ ５０ 

商業地域 
庄内東町 2 丁目 令和 ３ ５６ ４９ 

新千里西町 1 丁目 令和 ５ ５６ ５０ 

準工業地域 

利倉 2 丁目 令和 ３ ５２ ４４ 

庄本町 3 丁目 令和 ２ ４６ ３８ 

大黒町 2 丁目 令和 元 ５４ ３９ 

工業地域 豊南町東 3 丁目 令和 ４ ４４ ３８ 

※２：全１５測定地点のうち、毎年度 3 地点を選出し、5 年で一巡するよう測定を実施。 

 

■ 令和５年度 道路に面する地域（面的評価）調査結果 

 

■ 道路に面する地域（面的評価）の過去の調査結果 

  
評価住居等
（全体） 

昼夜とも 
基準値以下 

昼のみ 
基準値以下 

夜のみ 
基準値以下 

昼夜とも 
基準値超過 

評価区間
延長(km) 

評価区間
数(区間) 

戸 数 
34,581 

(戸) 
32,876 

(戸) 
708 
(戸) 

38 
(戸) 

959 
(戸) 51.1 92 

割 合 100％ 95.1％ 2.0％ 0.1% 2.8％ 

  

評価住居等

（全体） 

昼夜とも 

基準値以下 

昼のみ 

基準値以下 

夜のみ 

基準値以下 

昼夜とも 

基準値超過 

評価区間

延長(km) 

評価区間

数(区間) 

令和 元 年度 100％ 95.0％ 1.5％ 0.2% 3.2％ 51.1 92 

令和 ２ 年度 100％ 94.5％ 1.7％ 0.5% 3.3％ 51.1 92 

令和 ３ 年度 100％ 95.5％ 1.6％ 0.1% 2.8％ 51.1 92 

令和 ４ 年度 100％ 94.7％ 2.1％ 0.1% 3.0％ 51.1 92 

令和 ５ 年度 100％ 95.1％ 2.0％ 0.1% 2.8％ 51.1 92 



43 

■ 令和５年度 道路に面する地域 （点的評価）調査結果 

測 定 地 点 時間の
区分 測定結果 環境基準 用途地域 

1 
服部本町 4丁目 1 番 昼間 ６９デシベル ７０デシベル 

近隣商業地域 
国道１７６号（４車線） 夜間 ６４デシベル ６５デシベル 

2 
新千里南町 2 丁目 1番 昼間 ６７デシベル ７０デシベル 

第 1 種中高層 
住居専用地域 国道４２３号 

（本線：４車線、側道：４車線） 夜間 ６３デシベル ６５デシベル 

3 
桜の町 2 丁目 9番 昼間 ６９デシベル ７０デシベル 

第 2 種住居地域 
府道大阪中央環状線（６車線） 

中国自動車道（４車線） 夜間 ６７デシベル ６５デシベル 

4 
原田元町３丁目１３番 昼間 ７0 デシベル ７０デシベル 

準住居地域 
府道大阪池田線（６車線） 

阪神高速大阪池田線（４車線） 夜間 ６5 デシベル ６５デシベル 

5 
服部寿町 4丁目９番 昼間 ７1 デシベル ７０デシベル 

準工業地域 
府道西宮豊中線（４車線） 夜間 ６７デシベル ６５デシベル 

6 
小曽根１丁目２５番 昼間 ６２デシベル ７０デシベル 

準住居地域 
名神高速道路 夜間 ５5 デシベル ６５デシベル 

７ 
上新田１丁目 昼間 ７１デシベル ７０デシベル 

第 1 種中高層 
住居専用地域 国道４２３号 

（本線：４車線、側道：４車線） 
夜間 ６７デシベル ６５デシベル 

備考 「時間の区分」：昼間（午前 6 時～午後 10時）、夜間（午後 10時～翌日の午前 6 時） 

 

２．騒音・振動の防止対策 

 国において、工場及び事業場における事業活動並びに建設工事に伴って発生する騒音・振動について規制

するために、昭和４３年 6 月に騒音規制法、昭和５１年 6 月に振動規制法が制定されています。 

 大阪府においては、昭和２５年に初めて大阪府事業場公害防止条例が制定され、昭和４４年に大阪府公害

防止条例、平成 6 年 3 月には大阪府生活環境の保全等に関する条例（以下「府条例」という。）に改正され、

工場・事業場に関する規制、建設作業に関する規制、拡声機の使用の制限、深夜における音響機器の使用の

制限、深夜における営業等の制限などが定められています。 

 豊中市では、騒音規制法、振動規制法及び府条例に基づき、工場・事業場や建設作業等に対する規制を行

っていますが、さらにきめ細かい規制を行うため、昭和４８年１０月に豊中市環境保全条例を制定、平成 17

年 3 月にはこれを全面改正し、豊中市環境の保全等の推進に関する条例（以下「市条例」という。）としま

した。なお、規制基準を遵守しないことにより、周辺の生活環境が損なわれると認められる場合は、計画変

更や改善措置を講じるように指導し、騒音・振動の防止に努めています。 

令和５年度の騒音規制法・府条例に基づく特定（届出）工場・事業場数は４９７件で、振動規制法・府条

例に基づく特定（届出）工場・事業場数は１４０件となっています。また、特定建設作業は騒音規制法・府

条例に基づく届出件数が３,５５２件で、振動規制法・府条例に基づく届出件数が１,５９３件で、市条例に基

づく届出件数が１,７７６件でとなっています。なお、大阪府では街頭宣伝車両に搭載された拡声機等による

暴力的な騒音については、平成 5 年 4 月から「拡声機による暴騒音の規制に関する条例」が施行され、警察

で規制を行っています。 
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■ 騒音の規制基準 

             時間の区分 

 

 区域の区分 

朝 

午前６時から 

午前８時まで 

昼間 

午前 8 時から 

午後 6 時まで 

夕 

午後 6 時から 

午後 9 時まで 

夜間 

午後 9 時から 

午前 6 時まで 

第 １ 種 区 域 

第 1 種・第 2 種低層住居専用地域 

田園住居地域 

４５デシベル ５０デシベル ４５デシベル ４０デシベル 

第 ２ 種 区 域  

第 1 種・第 2 種中高層住居専用地域 

第 1 種・第 2 種住居地域 

準住居地域 

５０デシベル ５５デシベル ５０デシベル ４５デシベル 

第 ３ 種 区 域 

（近隣商業、商業、準工業地域） 
６０デシベル ６５デシベル ６０デシベル ５５デシベル 

(

工
業
地
域) 

第
４
種
区
域 

既設の学校、保育所等の敷 

地の周囲５０メートルの区域 

及び第２種区域の境界線か 

ら１５メートル以内の区域 

６０デシベル ６５デシベル ６０デシベル ５５デシベル 

そ の 他 の 区 域 ６５デシベル ７０デシベル ６５デシベル ６０デシベル 

 

 

■ 振動の規制基準 

             時間の区分 

 

 区域の区分 

昼  間 

午前６時から 

午後９時まで 

夜  間 

午後９時から 

午前６時まで 

第 １ 種 区 域 

第１種・第２種低層住居専用地域 

第１種・第２種中高層住居専用地域 

第１種・第２種住居地域 

準住居地域、田園住居地域 

６０デシベル ５５デシベル 

第 ２ 種 区 域 （ Ⅰ ） 

（近隣商業、商業、準工業地域） 
６５デシベル ６０デシベル 

(

工
業
地
域) 

第
２
種
区
域(

Ⅱ) 

既設の学校、保育所等の敷 

地の周囲５０メ ー ト ル の 区域 

及び第１種区域の境界線か 

ら１５メートル以内の区域 

６５デシベル ６０デシベル 

そ の 他 の 区 域 ７０デシベル ６５デシベル 
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■ 騒音に係る特定建設作業 

項目 

作業 
番号 

特 定 建 設 作 業 の 種 類 
騒 音 

規制法 
府条例 市条例 

1 
くい打機（もんけんを除く。）、くい抜機又はくい打くい抜機（圧入式くい
打くい抜機を除く。）を使用する作業（くい打ち機をアースオーガと併用
する作業を除く。） 

○ □ ― 

2 びょう打機を使用する作業 （インパクトレンチを除く。） ○ □ ― 

3 さく岩機を使用する作業 (*1) ○ □ ― 

4 
空気圧縮機（電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定
格出力が 15kＷ以上のものに限る。）を使用する作業（さく岩機の動力と
して使用する作業を除く。） 

○ □ ― 

5 

コンクリートプラント（混練機の混練容量が0.45ｍ3以上のものに限る。）
又はアスファルトプラント（混練機の混練重量が 200kg 以上のものに限
る。）を設けて行う作業（モルタルを製造するためにコンクリートプラン
トを設けて行う作業を除く。） 

○ □ ― 

6 
バックホウ（原動機の定格出力が 80kＷ以上のものに限る。）を使用する
作業 (*2) 

○ □ ― 

7 
トラクターショベル（原動機の定格出力が 70kＷ以上のものに限る。）を
使用する作業 (*2) 

○ □ ― 

8 
ブルドーザー（原動機の定格出力が 40kＷ以上のものに限る。）を使用す
る作業 (*2) 

○ □ ― 

9 
6、7 又は 8 に規定する作業以外のショベル系掘削機械（原動機の定格出
力が 20kＷを超えるものに限る。）、トラクターショベル又はブルドーザ
ーを使用する作業 

― ○ ― 

10 

スケルトンバケットを使用するふるい分け作業（6 に規定するバックホウ
に取り付けて使用するものに限る。）、スケルトンバケットを使用する掘削
又はふるい分け作業（9 に規定するショベル系掘削機械に取り付けて使用
するものに限る。）(*3) 

― ○ ― 

11 コンクリートカッターを使用する作業 (*1) ― ○ ― 

12 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ― ○ ― 

13 アースオーガと併せて、くい打ち機を使用する作業 ― ― ○ 

14 インパクトレンチを使用する作業 ― ― ○ 

15 コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業 ― ― ○ 

16 火薬を使用する破壊作業 ― ― ○ 

17 バイブレーションローラー又はランマを使用する作業 ― ― ○ 

18 電動工具を使用するはつり作業又はコンクリート仕上げ作業 ― ― ○ 

19 動力源として発電機（10kＷ以上のものに限る。）を使用する作業 ― ― ○ 

備考 開始した日に作業が終わるものは除く。 

府条例の届出対象のうち、□印は法に基づく指定地域以外で府知事の指定する地域での作業が対象となる。 

（*1）作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを 

超えない作業に限る。 

（*2）国土交通省が低騒音型建設機械として指定したものを除く。 

（*3）令和 4 年 10 月 1 日施行 

 

■ 特定建設作業に伴って発生する騒音の規制に関する基準 

敷地境界上の
基  準  値 

作 業 可 能 時 刻 １日あたりの最大作業時間 
最大作業期間 作業日 

第１号区域 第２号区域 第１号区域 第２号区域 

８５デシベル 
午前７時から 
午後７時 

午前６時から 
午後１０時 

１０時間 １４時間 連続６日間 
日曜その他の
休日を除く日 

備考 ※第１号区域 第 1，2 種低層住居専用地域、田園住居地域、第 1，2 種中高層住居専用地域、第 1，2 種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない地域のうち第 2 号区域

に該当する地域以外の地域並びに工業地域及び大阪国際空港の敷地のうち学校、保育所、病院、入院

施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 80m

の区域内の地域。 

   ※第２号区域 工業地域のうち第 1 号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、大阪国際空港の敷地の

一部及び水域の一部も該当。 
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■ 振動に係る特定建設作業 

 項目 

作業 
番号 

特 定 建 設 作 業 の 種 類 
振 動 

規制法 
府条例 市条例 

1 

くい打機（もんけん及び圧入式くい打機を除く。）、くい抜機（油圧式くい
抜機を除く。）又はくい打くい抜機（圧入式くい打くい抜機を除く。）を使
用する作業 

○ □ ― 

2 鋼球を使用して建築物その他の工作物を破壊する作業 ○ □ ― 

3 舗装版破砕機を使用する作業 (*1) ○ □ ― 

4 さく岩機（手持式のものを除く。）を使用する作業 (*1) ○ □ ― 

5 
ブルドーザー、トラクターショベル又はショベル系掘削機械（原動機の定
格出力が 20kＷを超えるものに限る。）を使用する作業 

― ○ ― 

6 アースオーガと併せて、くい打ち機を使用する作業 ― ― ○ 

7 インパクトレンチを使用する作業 ― ― ○ 

8 コンクリートポンプ車を使用するコンクリート打設作業 ― ― ○ 

9 火薬を使用する破壊作業 ― ― ○ 

10 バイブレーションローラー又はランマを使用する作業 ― ― ○ 

11 電動工具を使用するはつり作業又はコンクリート仕上げ作業 ― ― ○ 

12 動力源として発電機（10kＷ以上のものに限る。）を使用する作業 ― ― ○ 

備考 開始した日に作業が終わるものは除く。 

府条例の届出対象のうち、□印は法に基づく指定地域以外で府知事の指定する地域での作業が対象となる。 

（*1）作業地点が連続的に移動する作業にあたっては、1 日における当該作業に係る 2 地点間の最大距離が 50ｍを 

超えない作業に限る。 

 

■ 特定建設作業に伴って発生する振動の規制に関する基準 

敷地境界上の
基  準  値 

作 業 可 能 時 刻 １日あたりの最大作業時間 
最大作業期間 作業日 

第１号区域 第２号区域 第１号区域 第２号区域 

７５デシベル 
午前７時から 
午後７時 

午前６時から 
午後１０時 

１０時間 １４時間 連続６日間 
日曜その他の
休日を除く日 

備考 ※第１号区域 第 1，2 種低層住居専用地域、田園住居地域、第 1，2 種中高層住居専用地域、第 1，2 種住居地域、

準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域及び用途地域の指定のない地域のうち第 2 号区域

に該当する地域以外の地域並びに工業地域及び大阪国際空港の敷地のうち学校、保育所、病院、入院

施設を有する診療所、図書館、特別養護老人ホーム及び幼保連携型認定こども園の敷地の周囲 80m

の区域内の地域。 

   ※第２号区域 工業地域のうち第 1 号区域以外の地域の他、府条例では工業専用地域の一部、大阪国際空港の敷地の

一部及び水域の一部も該当。 
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３．航空機騒音 
 

1）航空機騒音の状況 

 航空機騒音の常時監視については、豊中市が独自で３地点、大阪府が２地点及び関西エアポート株式会

社（平成２４年６月までは国、平成２７年度までは新関西国際空港株式会社）が３地点で測定を実施して

います。昭和４８年１２月２７日、公害対策基本法（現在の環境基本法）に基づき、航空機騒音に係る環

境基準が定められ、基準値としてＷＥＣＰＮＬ値を定めていましたが、平成２５年４月１日から航空機騒

音に係る環境基準値は、Ｌｄｅｎ値に改正されています。（資料－1３参照） 

ここ数年の測定結果は、全ての測定点で横ばい状態にありましたが、令和 2 年度は新型コロナウイルス

感染症の影響を受けた減便等により一時的に改善が見られました。しかし、令和 3 年度以降はこれまでの

測定結果に戻りつつあり、令和５年度は庄内幸センター（大阪府測定点）のみで環境基準を達成しました。

（資料－1３参照） 

 

2）経年変化（豊中市・大阪府・関西エアポート株式会社）           （単位：ｄB） 

地 点 名  (調査機関) 
平成 

26 年度 

 

27 年度 

 

28 年度 

 

29 年度 

 

30 年度 

令和 

元年度 

 

2 年度 

 

３年度 

 

４年度 

 

５年度 

ローズ文化ホール   （市） 65 65 65 65 65 65 62 63 64 （64） 

服部寿センター     （市） 62 62 62 62 62 62 59 60 61 61 

青年の家いぶき     （市） 61 61 61 61 61 61 59 - - 62 

庄内幸センター      （府） 63 63 63 63 63 63 59 61 55 56 

豊島温水プール     （府） 65 65 65 65 65 65 62 63 64 64 

利倉センター     （関西） 67 67 67 67 67 67 63 64 65 66 

原田センター     （関西） 62 61 61 61 62 62 59 60 61 61 

豊南小学校       （関西） 61 61 62 62 62 62 59 60 61 61 

※ 令和 3年、令和 4 年度は青年の家いぶきの改修工事のため欠測しています。 

※ 庄内幸センターは令和 4年度初めに野田町センターから移設。 

※ ローズ文化ホールは、施設改修で令和 5年 8月 1 日から令和 6年 3月 31日まで欠測したため、参考値とします。 

 

3）経月変化（豊中市）                           （単位：ｄB） 

  年度 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 年間 

ローズ文化ホール 

住所：野田町 4-1 

用途地域：第１種住居地域 

地域類型：Ⅰ 

区域指定：第 1種区域 

（2.9ｋｍ 側方 0ｋｍ） 

令和元 65 65 66 65 65 65 65 65 65 65 65 64 65 

令和 2 61 57 61 62 63 62 62 63 63 61 60 62 62 

令和 3 62 62 62 62 63 62 62 63 64 63 63 63 63 

令和４ 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 

令和 5 64 65 64 64 - - - - - - - - （64） 

服部寿センター 

住所：服部寿町 2-19-9 

用途地域：第１種住居地域 

地域類型：Ⅰ 

区域指定：第 1種区域 

（2.3ｋｍ 側方 0.2ｋｍ） 

令和元 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 62 61 62 

令和 2 58 54 57 59 60 59 60 61 61 59 58 59 59 

令和 3 60 59 59 59 59 59 60 61 61 61 60 61 60 

令和４ 61 61 61 61 61 61 61 62 62 61 61 61 61 

令和 5 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 61 62 61 

青年の家いぶき 

住所：服部西町 4-13-1 

用途地域：第１種住居地域 

地域類型：Ⅰ 

区域指定：第 1種区域 

（1.6ｋｍ 側方 0.25ｋｍ） 

令和元 61 61 62 61 62 61 62 62 62 62 61 61 61 

令和 2 58 54 57 58 59 59 60 60 60 59 57 58 59 

令和 3 - - - - - - - - - - - - - 

令和４ - - - - - - - - - - - 62 - 

令和 5 62 62 61 61 61 61 62 62 62 62 62 62 62 

※ 3 地点とも地域類型がⅠなので、環境基準値はＬｄｅｎ５７ｄＢ（旧 70WECPNL）以下である。 
※ 区域指定は、公共用飛行場周辺における航空機騒音による障害の防止等に関する法律。 
※ 距離は、すべて B滑走路からの距離。 
※ 関西エアポート株式会社の大阪国際空港周辺環境整備事業助成を受けて整備したシステムで測定を行っています。 
※ 改修工事のため、青年の家いぶきは令和 5年 2 月まで、ローズ文化ホールは令和５年 8 月から欠測しています。 
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4 ）豊中市・大阪府測定結果

豊島温水プール(1.7km 側方0.07km)

庄内幸センター（2.5ｋｍ 側方0.4ｋｍ）

ローズ文化ホール（2.9ｋｍ 側方0ｋｍ）

服部寿センター（2.3ｋｍ 側方0.2ｋｍ）

青年の家いぶき（1.6ｋｍ 側方0.25ｋｍ）

WECPNL
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５）関西エアポート株式会社測定結果 （平成24年6月迄は国、平成27年度迄は新関西国際空港株式会社が測定）

利倉センター(1.0km 側方0.1km)

原田センター(0.8km 側方0.3km)

豊南小学校(3.7km 側方0.15km)

国測定地点３ヶ所（利倉センター、原田センター、豊南小学校）については、騒音監視機器更新にかかるデータ

欠測のため,平成２１年については１月から１０月までの１０ヶ月の測定データの平均値、平成２２年については

４月から１２月までの９ヶ月の測定データの平均値で表示。平成２５年からはＷＥＣＰＮＬの年度値。

年

WECPNL

年度

平成２５年度からはＷＥＣＰＮＬの年度値。

                着  陸  高  度  図 

滑   走   路   配   置 

 

A滑走路 

              308m  

 B滑走路(3,000×60) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ※着陸高度は標準的な数値です 

 

 

 

注：（まる数字）は、①関西エアポート株式会社 ②大阪府  ③豊中市が設置している航空機騒音測定機器のある施設。 

離着陸の速度  

 大阪国際空港に着陸するジェット機の速度は、市南端の神崎川

付近では約 260 ㎞/時、着陸したときの速度は 250 ㎞/時であ

る。   

また、離陸時における速度は 300㎞/時で、重量が重いジェッ

ト機ほど速度が必要になる。 

 建 物 の 高 さ  

航空機は上の図のような高さで着陸しており、危険を防止する

ために法律で建物の高さが制限されている。(航空法第 49条) 
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 1,482m 

中心線 

中心線 

大阪府のデータ(豊島温水プール・庄内幸センター)は１２年度より整数単位で公表されている。
庄内幸センターはH12年度まで旧穂積センター（1.7㎞側方0.05㎞）、R3年度まで旧野田センター（2.7km側方
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